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熊　本　市　機　構　図

(平成16年4月1日現在)
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-23

総務課
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市民生活局

地域振興部

地域づくり推進課

[芸域開発センタ_
」主査

地籍調査課

[芸芸漂

市民課

庶務係

戸籍係

住民係

証明係

市民サーヒ'スコ-ナー

南部市民センター
」　管理係

幸田市民センター
」　管理係

西部市民センター

」　管理係

秋津市民センター

」　管理係

龍田市民センター

」　管理係

託麻市民センター

」　管理係

東部市民センター

」　管理係

清水市民センター
」　管理係

大江市民センター

」　管理係

花園市民センター

」　管理係

社会生活部

生活安全課

交通安全推進室

」主査

消費者センター

」主査

計量検査所

男女共生推進課

∃

」

主査

総合女性セカー
主査

勤労婦人セカ-

青少年育成課

主査

青少年センター

西原児童館

中央勤労青少年ホーム

北部勤労青少年ホーム

熊本世界女性スポーツ

会議開催準備室

」　主査

文化交流部

文化振興課

「
主査

人権推進総室

ふれあい文化センター

健軍文化ホール　　」　主査

」主査

市民会館
」　主査

国際交流課
」　主査
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北部総合支所
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市民福祉課
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(市民生活局)

河内総合支所

総務課
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環境保全局

環境保全部

環境企画課

」　主査
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産業廃棄物係

リサイクル推進係

リサイクル情報フ。ラサ.

浄化対策課

[
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(経済振興局)
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熊本市民病院
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庶務係
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医療情報室

[
情報推進係

診療情報管理係
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病診連携室
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熊本産院

_二二
」　庶務係
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総務課
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消防団室

」主査

救急課
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指導課

総務係

指導係

予防係

警防第一課

警防一係

警防二係

救急係

出張所(4)

警防第二課

警防一係

警防二係

救急係

出張所(4)

西消防署

指導課

総務係

指導係

予防係

警防第一課
警防一係

警防二係

救急係

出張所(8)

警防第二課

警防一係

警防二係

救急係

出張所(8)

健軍消防署
指導課

総務係

指導係

予防係

警防第一課

警防一係

警防二係

救急係

出張所(3)

警防第二課

警防一係

警防二係

救急係

出張所(3)
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水道事業管理者

総務係

人事係

管財煤

契約係

経営企画課

I

I

主査

出納室

出納係

車両係

1E3謀

管理係
蝣I¥冒艶崩WB&

料金調定第二係

収納係

転居清算係

収納清算係

西部水道センター

[
業務係

施設係

北部水道センター

業務係

施設係

?,:i

庶務係

計画係

図面情報係

量水器係

給水装置係

管路維持課

庶務係

維持係

漏水調査係

漏水防止係

渉外工事係

水源課

庶務係

水道用第一係

水運用第二係

管理第一係

管理第二係
水質検査室

」水質検査係

建設課

庶務係

施設係

設備係

拡張係

改良係



学校給食共同

調理場
16場

-　西部公民館

-南部公民.鰭
'`''東部公民館

龍田公民館
・・託麻公民館
・-幸田公民館
-清水公民館
-　秋津公民館
-　大江公民館
'`花園公民館
・・北部公民館

'```飽田公民館

-　河内公民館

`…　子ども文化会館

管理係

事業係

3′1

図　書　館

」主査

博　物　館

」　主査



-35-



2　歴代市長

氏　　　名

杉村　大八

松崎　為と

蝣r &　　f,>

LI旧1珠　一

炊[13　B^

(蝣'蝣蝣糾　n;- i、

-;*r橋　′:f雄

、f'A'i　棚己

ilia　珠　-

iiiR5　i、k

平野　能起

就Jr咋)汗i　退任年月日

明22. 5. 6　明26. 7. 9

"26. 9.Is J30. 8. 2

〝30. 9.I3　人　　.20

人　2　1 2　　′′　3.10.10

JJ !. 1.14 : " 6. 9. 3

JJ　6.ll.20　1J10.ll.19

′蝣'11. 1.19　1′14. 7.13

/′M. 9.14　昭1 7 i

昭　5. 2.　　′　9.蝣[.17

J1 9. 5.11　　17. 5.13

17. 6.25　'′20. 8.10

1て:　　名 ssrar勺ui 8

主、

I:<・II

「1

16

1?・18

19-20

2l　-2-1

25・26

27蝣28

29

闇L」^H昌

弘川I l.tff.

fe藤真佐リIl

林川lt三治

坂n i三税

<¥t>i　　繁

Wf一　敏雄

過岨rasSi

蝣fq i'i.二

幸山　政史

昭20.10. -1

〝21. 6.日

/J23. I. 7

1127. 3.20

1731. 3.16

7　38. 2.15

"-15.12.20

"li「Il'丁

平6.12. 7

11主1.12. 3

i封I:*r-J] I

昭21. 3.1!

/123. 2. 9

"2i. 3. 7

7731. 2.2こう

〝38. 1. -1

"-If).1主26

7161.12. 6

ll-　6.12. 6

/J卜1.12. 2

fi　*　中

-一一:36



3名誉市民

(平16.S.1現在)

蕪望遠15郎(義鳩)氏(昭和30年顕彰)

文久3年1月25日生まれ近机_】本の先覚者として、また、すぐれた思想家であった。熊本在ィ.川Iは大江義

塾の創始者として子弟の教育に専念し、その啓蒙的影響が大であった。県近代文化功労者。勲二等瑞宝章、文化

勲章受章するが戦後辞退。

昭和32年11月2日逝去(94歳)

M5!T壷氏・:'‥、.、、:て・

明治16年l月1[用三まれO第7代市長として、3大事業などを完遂(Il一--二聯隊の移転、市電、j二水道の開

設その他)熊本市の近代化、発展、繁栄につくし、また、教育者として、郷土教育の振興育成に活躍した。熊日

廿is:化廿s-n。1.1,1-蝣.丈化可')IとIi'受蝣ti'。*!一-等瑞-i'.v-''蝣<:v∴

昭和32年5月6日逝去(74歳)

齢機雷氏(昭和35年拡灘)

明治16年10月21日生まれ。細川家16代当主、有斐学舎の余長、また、肥後奨学会の総裁に就任、多額

の奨学金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として、本市の重要文化財、史

跡名勝などの保存活用に貢献した。文化功労者選考審査委員。勲El等瑞宝章受章O

昭和45年11月18[I】逝去(87歳)

ふくだれいL.,ゆ福田令寿氏(昭和35年損彰)

明治5年12月7つ)生まれ。医師間業のかたわら、_Ii高、医専などで教鞭をとり、子弟の教育に専念のほか、

社会文化、社会福祉関係の諸要職を歴任した。牛封こ県の文化功労者に選ばれたはか、数々の叙勲、受賞に輝き、

郷士の社会文化、福祉の向上発展につくした功績は大きい。文部大臣表彰。県近代文化功労者O勲四等旭日小綬

受>v.

昭和48年8月7日逝去(100歳)

うのてつと宇野哲人氏(昭和44年顕彰)

明治8年11月15I:】生まれ東京帝国大学で漢学、rf咽哲学の教授、名祥教授としてのすぐれた某紙は、郷

土熊本の文運の興隆に、多くの影響をあたえたOまた、現在わが即こおける漢学関係の学究者で、漉接、間接に

氏の矧鞠、影響を受けないものはないといっても過言ではない。県近代文化功労者.勲・一一一等瑞宝章受章。

昭和49年2月19日逝去(98歳)

>MX&Mmi讃Eaffl巧堅山熊次(南風)氏(昭和44年顕彰)

明治20年9月12E川三まれ横山大観画伯などに肺二乳日本画に粍進し、その多くの作【n蝣..][.蝣'のうえに肥後の郷

土色のにじみ出た芸術のmりがよく生かされているo

氏のすぐれた業績は、大観画伯と並んで日/恒fiifflの最高峰に位置し、また、郷土文化の進展に大きく貢献した。

県近代文化功労者。文化功労者O文化勲章受'V-。勲一三等旭日中綬章受章O

昭和55年12月301:.]逝去(93歳)

-　う7--



壷髭最高(鼠占)氏(昭和出潮彰)

明治1 9年6H 8日生まれ熊本における文化脅豪家として机上史の研究、文化活動において多大の功績があ

った。俳句同人誌陳火」 (昭和2年「かわがらLJとして創l二Ijo Hf.湘17年に改乱)主宰をはじめ・力作「肥後

文人画の研究」 「肥後国払j等の著作、 「熊本市政七「隼Miの編纂、 「県史」 「県議会史」の監修など、氏が手

がけた仕制ま、名利を求めず時流にもおもねらず、ひたすら自己の真実を搭くその生活態度とともに、今日高く評

価されている。勲_!i等瑞宝章受乱県近代文化功労者言勘l社会賞受tXo

昭和61年6月ヰQ逝去(99歳)

窮滝壷享(汗妄)氏(昭和5咋顕彰)

明治33年4月1 1日′ほれ現代女流俳人の第・ ・人批氏の旬は女性特有のこまやかな情蘭こ裏打ちされて艶

であり俊であり且つ頭脳的であるところにその本領があるが、そのなかにはまた、常に変わらぬ故郷熊本を想う純

情がみなぎっているのも粕敗の一つである。俳誌「風花_Jを」3ヰする傍ら、 「春雪」 「汀女句集」博暁」機影」

「都胤「蕃微粒ふ」など数々の句集をはじめ. 「ふるさとの葉子」 「その日の凧」などの随筆集を刊行し、女性

俳句の隆盛はもとより文化の振興に多大の貢献があったo勲薄瑞宝章受章o文化功労者。県近代文化功労者o

l榊p6.3年9月20日逝去(88歳)
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4　職　　員　　数
(平16.4. 1現在)
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5　給　　　与

(1)局別職員給料
(平16.4.現m

¥¥　蝣)

i.,;那

市　長　事　務　部　局

議　会　事　務　局

選挙管理委員会串柿局

監　査　郵　務　局

教育委員会mwm

OBO岩上臼冒ufflMM,

消　　　　fi^^H罰

虚業委員会事務局

交　　　　通　　　　f謁
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546, 700

525,川0
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359.川T

209,100　　　　　376,371

273, 600　　　　　393,631

152, 700　　　聖51
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256,500　　　　　394,980

147,700

42.900

TV一　　均

勤続年数

41〝ll′つ　18′′ 8′′

44ォ4"霊-;三45′′　7′′ E

45′′ 2′つ　18′′ 1′′
-　　　　-・・▼・-

42"ll"　　　19"ll"

40〝　4〝

302,526　　　　　　　い′　6/′

352,718　:
…L　　　-_

625,300　　　　142,900　　　　　350, 101

4い/11〝

4 '蝣/llJ/

1971 5〝
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(2)初任給基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.4. 1現有⊃

修

212.,loo

1-17,蝣100



(3)特別職の給料及び報酬

IT - 分 現 行 給 料 j…‥.】額 ( 「1 )
】
削 那 月 改 ⊥ 前 給 料 月 額 ( 円 ) 適 用 ′*1--H F:3

け蝣I I 主 1 . 1 13 ,0 0 0 ['蝣16 ーllーl 1, la ;).0 0 0 'i-15 . 1. I

〟

′′

〟

′′

′′

副 .甘 ll (助 役 ) 8 9 2 ー0 0 0 9 0 2 , 0 00

収 入 役 8 O l t OO 0 〝 8 1 0 .0 00

,.幣 勤 監 査 杏 仁.i 6 9 s , 00 0 ′′ 7 0 2 .0 (0

ii.¥ vti i*i'叶 1Tt 7 0 7 , 00 0 ′′ 7 主1. 0 0 0

汁 fr k - 7 0 7 , 00 0 ′′ 7 日 、0 0 0

教育委をi会

Pu'こl+ト去L i

選挙管
吾　u

K　　　　　　　分

*蝣　　　　　　　Li

委

LnLli u-'f-i> ㌔,し>-.)ちかろ過

された監査委員(非常朔)
市議会l議Mのうちから選任された
in.こ 套　　　　Ei

委　　　　　　員　　　　　　長

委　　　　　　　　　　　　　　El

委　　　　　　員

4-　　　　　　　　　　　　　　　　Li

Esiil上'Tに避丁r- v;Pil毒しi;'二-・i¥・'"、:h

?z ft!i u

[揃i投票所の投票管肝者を除く)

挙　　　　　　　　　良

及び間S?ySこH ff

投棄立会人(1U前投票ifrco音吏rii壬竜会人を除く)
全人及び逃替

期　E]前　投ifij　所　の　投　票　幣　珂J　井

サ1口　前　ft iYミ　所　の　投IT王、AJ　会　人

L八I蝣・¥i n　% ,.!-　　虎,+i 、去　u .-.:吉　u

m業委員会

会　　　　　　　　　　　ILi

(iVl iさ技、 a言: li=丁と'Jin'U引;^i*

部会の委員及びその他の委迫

そ　の　他　の　非　常　勤　の　職J:i

月　額165,000

月　徹139,000

n
H
U
 
n
~
>
　
C
D

n

U

 

n

U

 

n

U

n

U

 

0

 

0

C
D
 
e
n
 
c
z
:

e
n
 
i
n
　
　
　
-

額
額
額

l阿につき13,000

1回につき13,000

1["1!:蝣蝣蝣>き1∴川111

1回につき12,000

Helにつき10,000

日　蝕　10,000

月　額　90,000
1

月　額　59,000

月　蝕　55,000

(土扉-f -ii小舟札3
の職員以外の特別職:
の職員に対する報酬r

の徹は、年額報酬にi
あっては300.000H、

月額報酬にあっては:
250,000円、日額報酬

にあっては10,000円
時間額報酬にあって

はI. OOOH ([Sfiiii等そ:
の職務の特殊性その

他特別のォIにより
特に必要があると認`

めた場糾ま、年触報
酬にあっては
100,0001'、日蝕報酬

にあっては600,000
frl. H額報酬にあ一)

ては:川.OOOI'I)を越
-¥.Vい,1.11州年、∴ 」:

tこ蝣i >とこ、・叫U'l-こ'蝣ii'iノ〕

改i~1・I前報酬額

(「lj)

】46,000

89,000

139,000

72,000

167,000

110,000

til). iKIll

蝣--1 I I

・1乙10.6. 1

、iM5.12.22

、1′15.12.22

、蝣蝣・I.1.1

、:M6.4. 1
Il

り

、Ii-9. 4. I

,
<

州範ヽ
ノ

〃
V算a_I

おいてm良　昭63.4.1

-V・!蝣サ'.'v帥
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(4)旅　　費(熊本市職員等の旅費支給に関する条例(抜すい) )
(平14.10.施行)

[く:　　　　7jl

mm図m
収入役

i.t、　道　　< ru

運箔
l

の等級を2階級

I-,1 )

.iTti*i'」 X

vi'jうi'-!J LJWli ti去

fi・教育Kf・
8級及び9級の

職務にある者

1級から7級

までの職樺に
あ'i-tf

に区分する線路にあ

っては上級の運賃、
述-ft}L4.の等級を設けな
い線路にあってはそ

し'蝣Ift一車に蝣ff-'o止りt‡

及び特別車両料金を
徹する客車を運行す
るものによる旅行を

する場合には特別軒
両料金(特別車両料

金にあっては、「号Lf_
分の適用を受ける者

に限る。)

日印日wm&maM掃Hit

に区分する船即日こあ
っては中級の濯托、 2
RV純に!<'/一蝣!一　船舶

にJv.'Ti:t上川のiJi

壬を。ただし、鉄道連

結船にあっては鉄道

iff引こ同じ9

2,600

if泊料

(1夜につき)

】6,500　　　　　,300

13, 100　　　　　2,600

10,900　　　　　2,200

(注)

1普通急行列車、準急行列車又は特別急行列車を逆行する線路による片道50km以上の旅行には

鉄道賃のほかに普通急行料金、準急行料金又は特別急行料金を支給する。

2　船賃の徹は、はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、公務の必要により別に寝台料金を必要

とした場合には、船賃のほかに現に支払った寝台料金を支給する。

3　「何級の職務」とは、熊本市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条
第2項第1鞘こ規定する・般職職員給料表による当該級の職務及びI-般職職員給料表の適用を

受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいう。
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6　職　員　研　修

(1)研修受講人員

K サ 与川 j桝 鱈 )真木 a m ,LI卿 !}「V( FJ、】;:描∴サf.lll益 必 糾 ち (I,た蝣B l榊 1 指 m …jF '< (.一日il'i'S

115

,L
l L

hf 人 i l ). 705 69 6 ,言30 9 jリ 5 ! コ,:u , T▼6日

(2)特別研修

(3)基本研修

(4)実務研修



(5)内部講師養成研修

研 {F:¥ r l サ 簸 M 放 人 ii
I
1

日放 ,k 施 サ・'/州 内 'H

公 筏 川 魚M M 修

l l削 i 緋 `′E=l拠 1 上の 減 ii

(J...川 t.B )

∴ 十 ∴ 5L

】 】0

公 # SU と して ふ さ わ しい 態 雌 や 倫 Lt:胤 L,～

つ い て -Lg l.茂を 深 め 、 公 J妨 ii倫 ill!Iこ一見け る

臓 糊 研 唯 を if う 際 の 指 -ft 打 を 苑 }&

相 過 去削 巾遜 ,戊研 修 柁 過 り Pl ダ ー.l I 】0 ltへ-3
ほ 遇 リl- ダ l ヘ の ア ドパ イ ザ I.一、 柁 iLi

マ ニ ュ ア ル の iff光 . 編 it u と して 薙 JJk

1は 迎 リlI ダ I
柁 迎 研 修 I'-Ji号ft S M i I ;, 9 . 1卜 2

新 税 採 用 絹 L:iに J LJ し て 子.i う 柁 辿 り川筆の 指

輔 Jtlと し て 必 坐 な 知iI箱 、 抜 綾 の 帽 章 及 び
」 i)丈 研 修

能 ノ]の IサJ 1

(6)派遣研修

(7)職場研修

(8)自主研修
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7　人事委員会

人事委員会は、地方公務員法第7粂第2項の規定に基づき、人事行政の適illな実施を確保するため、 ・平成(川-4月1

日に設置された人事機関であり、人格が高潔で人事行政に聞し識見を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選

任する3人の委員をもって組織されている。

人事委員会は、法律及び条例の規定に基づき、人事行政に関する調査研究をはじめ、職員の採用及び附封こ係る競

争試験・選考の実施、給与の報告及び勧告、職員に関する条例案に対する意見の申出、労働基準監督機関の職権行使、

人事委員会規則の制定改廃&びに職員の勤務条件に関する措置;_・要求及び不利益処分に対する不服申立ての審査などを

主な業務としている。

(1 )平成15年度職員採用試験の実施状況

I-l:i-



(2)職員の給与等に関する報告及び勧告

人事委員会は、平成1 5年職種別民間給与実態調発をもとに、平成1 5年1 O月7日市議会議長及び市長に対

して　r職員の給与等に関する報告及び勧告」を行ったO

その二1三な概要は、次のとおりである。

ア　職員の状況(平成15年引用路三)

["-: '4 槻 u 数 平 均 給 J:l 平 均 fi齢 ,|」均 経 験 年 数

ぶ占蝣1/ c U や 職 t . 15 7人 36 8 .2 0 1 ' Ift リ ご0 ÷t il1 ]

2 0年 n -il.l一般 行 政 職 2▼-12 5 人 37 4 ,0 12 P 1 2歳 2 }

イ　民間の状況

調査対象は、市内の70?jv業所(企業規模100人以上`j事業所規模50人以上の187-:事業所から抽出)

ウ　公民給与の較差(一一一一般行政職の職員と民間の同種の従業員の給与の比較)

代 開 音;i -'蝣- u ^ 取 u t.'; '>蝣川 、 較 m (a - b

3 8 3 , 1 68 円 3 8 7 . 2 0 5 FH △ 蝣1 ,0 3 7円 (A . 0 -l % )

エ　勧告の内容

給料表については、本市における民間給与との均衡、大骨琵勧哲及び他の地方公共用体の状況を考慮して改定

することO

諸手当については、民間の支給状況、人事院勧告及び他の地方公共団体の状況を考慮のうえ、必要な改定を行

うこと。

この改定は、この勧告を実施するための条例等の公布のHの属する月の翌月の初n (iiYtiの11が月の初E]であ

るときは、その日)から実施すること。

ただし、通勤手当の改定については、平成1 6年4月1日から実施すること。

なお、本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を角田肖するため、所要の調整

措置を講ずること。

(3)公平審査

平成1 5年度には、榔*2要求事案及び不服申立て事案はなく、係属中の事案もない。
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8　まちづくり戦略計画

本計Iiは、新たな時代変化の中で、現行の第5次熊本市総合計画基本計画を新たに兄iaL、今後5年間(計L蝉I三度平

成16年度～平成20年度)の本r陶ヾ進むべき方向を明確に示すとともに、その実現のための道筋を明らかにするもので

ある。

市民と行政に共通するまちづくりの基本指針であり、それぞれの施策ごとに市民、事業者、行政の役割とu壬を明確

に示し、二~三者が協働して取り組むこととする。手机封こあたって、目標の速成状況を評価検証するとともに公表し、適宜

改善を加えながら進めることとする。

牛、自こ、行政においては、良にif]民に信頼される市政の実現に向け、自らの改窮を進めるとともに、市政の舵取り役と

して、市民、事業者との協働の41滴1みづくりなどに械極的に取<0組むものであるC

(1)まちづくりの進め方

これからのまちづくりは、国に依存することなく、自らの決定と責任により進めていかなければならない。そのた

めには「自分連のまちは自分達がつくる」という埋念の基に、市民と行政がよりよいパー-トナーとして、お互いの知

恵をHル合う「市民協働によるまちづくり」がこれまで以日こ重要となる。

市民に信頼される透明で開かれた市政を実現していくために、市民と情報を共有化し、政策形成への市民参加を推

進していくとともに、碩機的にiff政改姫を進め、より効果的・効率的な行財政運営へ転換をおこなう。また、市民協

働体制の推進のために、協働で担う新しい公共づくりや、行政内部からの協働推進に取り組むこととする。

まちづくり戦略計柱射こおいては、協働のまちづくりを進めるために市民蝣m業者・行政の役割分担を定め、 『市民協

働で築く　自主自立のまちづくり』を実現することとする。

(2)基本目標と三つのターゲット

「自然と調和した　市民が主役の　活気あるくまもとの実現」を本市のまちづくりの基本目標とし、今後5年間、

重点的に取り組む-I_つのターゲットを掲げるO

ターゲット1 :良好な環境を未来へと引き継ぐまち

滴れつな地下水、森の都と形容される豊かな緑は本市最大の魅力であり、財産である。しかし、都市化の進展や

生活様式の多様化などにより、この良好な環境が損なわれつつある0

そのため、 ・ ・人ひとりが大王tYt生産・大&m>t蟹に支えられた社会経済システムや利便性を求める日常勺三活を見itL、

この恵まれた環境を守り育て、次代へ引き継いでいかなければならない。

そこで、この夕-ゲットlを実現するため、今後5年間、 IER点的に取り組む戦略として、

「地下水の保全」

「ごみ減量・リサイクルの推進」

「環境にやさしい交通機関の利用促進」

ターゲット2 :子どもたちが健やかに成長するまち

次代を担う子どもたちは、本市の大切な宝であり、活気ある熊本市の象徴である。しかし、少子化や核家族化の

進展、生活環境の多様化、地域のつながりの希薄化が進んだ結果、子どもの社会性が育ちにくくなるなど、健やか

な成長への影響が懸念されている。

そのため、子どもを安心して産み育て、かつ、予どもたちが個性や能力をH.ナ発揮し、未来への可能性を自ら切

り拓くことができる環境を社会全体で築いていく必要がある。

そこで、このターゲット2を実現するため,今後5ォF一冊、 9..¥封畑こ独り組むi蜘各として、

「子育てしやすい環境づくり」

「個を育む学校教育の推進」
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ターゲット3 :人々が集う元気なまち

u茂25年春に予定されている九州新幹線鹿児島ル一斗の全線間業による経済効果を最大限波及させるためには、

熊本駅周辺や熊本城を中心とする都心部において、都市機能の向Lと熊本らしい魅力づくりを進めることが_重要で

ある。また、観光・コンベンション(会議・大会)の振興に向けて、豊かな自然、文化遺産、特産品などの地域資

源を活かした地域づくり、魅力づくりを[栄1る必要がある。

そこで、このタ一一ゲット3を実現するため、今後5年間、 mM畑こ取り組む戦略として、

「魅力ある熊本駅周辺のまちづくり」

「KUMAMOTO (クマモト)ブランドの確立」

(3)分野別重点プラン

それぞれの分野において、次のような基本方針に基づき.目指すまちの姿の実現に向けた今後5年間の施策展開

の基本的方向や重視する取り組みを示す。

ア　一人ひとりが輝く人権尊重社会の構築

全ての人が個人として尊重される社会を築くため、学校や職場、家庭など、あらゆる機会をとらえて人権教育・

啓発を推進する。

イ　心がかよいあう市民生活の創出

「自分達の住むまちは自分達でつくる」という住民の主体的なまちづくりへの取り組みを支援し、地域に誇り

と愛着が持てるふれあいのあるコミュニティづくりを進める。

ウ　健やかでいきいきと暮らせる保健・福祉の充実

生正にわたって、市民・人ひとりが、その人らしい<feきがいのある生活を実現できるよう、個々人の健康づ

くりをはじめ、安心して子育てができ、高齢になっても、障害があっても、生きがいを持って生活できるまち

づくりを地域と・ ・体となって進める。

エ　水と緑に囲まれた良好な環境の形成

市民の共有財産であるこの豊かな自然環境を将来にわたって継承するため、自然と共生した環境負荷の少な

い資源循環型社会の形成に、市民との協働により取り組む。

オ　魅力と活力あふれる産業・経済の振興

歴史文化財産や自然環境、地埋的特性などを生かした観光・コンベンション(会議・大会)都市づくりや、

本市固有の特産・物産品のブランド化など、 KUMAMOTO (クマモト)ブランドの確inこ取り組む。また地場

産業の育成、安全で安心な農産物づくりを前提とした地産地消を推進する。

カ　安全で快適な都市基盤の整備

安全で快適な市民生活と活発な経済活動を支えるため、道路、住宅、公園、上下水道、河川などの生活基盤

の整備を着実に進めるとともに、市民と行政が連携した防災体制の強化を図り、災害に強い都市づくりを進め

る。また、九州新幹線鹿児島ルートや広域道路網の整備と連携した公共交通網や都市内道路網の整備、熊本駅

周辺や都心部の魅力ある都市機能の充実を図るo

キ　豊かな人間性を育む教育・文化・スポーツの振興

`予どもたちが、次代を担い主体的に心豊かに生きていくことができるよう、豊かな人間性や社会性、自津i=.

を育む学校教育の推進を図るとともに、学校、家庭、地域が連携して、社会全体でチビもたちを育てるための

環境づくりを進めるO　すべての市民が、いつでもどこでも自由に学べる′自律学習の機会を拡充するとともに、
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その成果を生活や社会の中に生かすことができる仕組みづくりに取り組むO

(4)政令指定都市を目指して

政令指定都市では、区役所が設置され、地域の実情に応じた身近な行政サーー・ビスの提供がii摘巨となり、 fT政権眼

拡大、移譲による福祉・教育・都市問題などについての迅速かつ独自性のあるサービスの提供など行政サービスの

向上が図られるO　また、財源の拡充により、まちづくりの1--層の推進を図ることができ、さらには、知名度アッフ

による地域経済の活11日ヒが期待できるO

そこで、政令都市移行に向けて、今後次のような取り組みを進める0

ア　熊本都市匿=こおける将来ビジョンを描くとともに、その実現に向けた広域連携のあり方について、産・学.

官・民の協働により検討するO

イ　市政改革プランに基づくまちづくりを柏極的かつ確実に推進し、行政の運営能力を高め、政令指定都Lにふ

さわしい行政体制の整備を進める。

ウ　市民協働の推進や住民サービス向上、及び地域の特性に応じた住民主体のまちづくりを進めるため、身近な

サ-ビス体制の整備をはじめとした都市内分権に取り組む。
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9　行　政　改　革

行政改革の取り組みは,平成7年5月熊本市行政改革推進本部を設置したことに始まり、平成8年9月の行政改革

大綱及び平成9年5月の推進プログラムの策定によって本格化し、その達成を目指して取り組んできた。

また、時代の変化に対応できる行財政運営システムの確立を目指すとともに、事務事業の全般にわたって市民の視

点に立った見直しを・屑進めるため、平成12年10月に、行政改葦大綱及び推進プログラムを改定L Mに、 30

億円の経費改善」と「職員6, 500人体制の実現」という∴つの数値目標を掲げ、全庁を挙げた取り組みを進めて

きた。

さらに、市総合計桝、 l「碩頒オ政計画、行政改革大綱を　位　イ本で見直すこととし、平成15年4月1 5日に、 「市

政改革本部」を設置して、全庁を挙げてその計画づくりを進め、平成1 6年3月に、平成20年度までの5力年間を

推進期間とした「行財政放射佳進計I-軌　を策定した。今後は同計繭の適確な進子一雄津P_を行い、計iEl油勺・着実な実現を

Eは旨すO

( 1 )経費改善への取組実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on柁: i'iVjTJ)

し†(, :～  '!'蝣1 (35　次子川,:)

1I m:

l火　　/jl

1 `トfVht、1・Uii'iL

(1) I射l　斯小　銃IT

(2) mi*・効ヰHt蝣粁'L柑ji城

(3)蛇間香.託等の推ii

(4)その他

2　財政の馳今化

3　人`lqi:理制J空の見[ォ.:し

.i　　　　　　　リ

2,079　　　1,273

日　　　　　　　uTl

744　　1,336

:
.
　
　
　
;
,
r

一

り

7

.

　

　

　

2

tI5Lj

1,696 !　2,065

3,099　　　4,661日　　5,283
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10　広　　報

(1)広報組織

・市民の視点にたち、碩極的な市政広報活動を図っている。

・広報報道調整担当者(政策調整審議員など)をi&き、情報(各課の蝣If業.行事など)の収集及び広報・

報道対応の円滑化を図っている。

(2)広報刊

(3)テレビ・ラジオによる広報
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(4)新聞広報

市政について市民のより広い理解を得るため、紙面を利用して適時広報

(5)インターネットホームページによる広報

市政情報を広く国内外へ向けて発信

ホームペ-ジアドレス　Iitln://www.city,kuirlamoto.kumamoto.jp

(6)その他

・街角通信員制度
日　的　市民に地域の広報特派員として市の広報活動に参加してもらうことで、市政への親しみや埋解を得る

と共に市民参加の開かれた広報の展開を関る。

任期1年　　定員6人

・行蝣If予定表等の発行「月報くまもと」 (毎n>一月ミ発行、毎週未更新) Cネットで配信

「-L-佃01去報」

広報車(放送設備付)による広報

(7)報道機関(市政記者クラブ)を通してのパブリシティ活動

市長記者会見(月に1回程度)

記者レクチャー(関係酌;沌主などによる記者説明)
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資料提供(批芭資料配有　年間1. 000件程度)

※記者クラブ加入社(1 :i守I:)

熊[卜朝[:]・毎日・読売・西日本・日本絡済・＼iik・iくKlく・TIくし・KKT・KAB

時事通信・共同通信

1 1　広聴

市民協働のまちづくりを推進するため、さらに市民への市政の理解を深め、市民の.鋸乙を可能な限り、市政へ反映

させるため、積極勅に広聴業務を展開している。また、 ~根毛のl庸生活の困りごとや悩みごと相談、法律・税務など

の専門分野の柚淡業務を実施しているO

(1)広聴業務
ア　まちづくりトーク

市長が月2阿程度(議会11は除く)庁舎内で、本市のまちづくりについて、直接市民と意見交換を行う。

イ　おでかけトーク

市長が月l闘呈度(議会ノほ除く)地域に出向き、市政運営について語り、埋解を深めるとともに、 [鋸妾地域

の市民と意見交換を行う。

り　ゆめトーク

本市が重点的に取り組む牛こ.*&のテーマについて、 Nl〕〔)やボランティア同体等これまで活動してきた聞体の集

会、会合に市長が出向き、意見交換(ゆめを語り合い)を行う。

エ　市長への手紙

提案や要望、熊本市の将来像などについて手紙形式でrtl良へ提案してもらい,市の考え方を文mこて回答する。

オ　わたしの提言

インターネット、 FAX通信を活用し、迅速、広範な市政への提案、要望等を市内外から受け、回答を行う。

カ　パブリック・コメント制度

本市の行政計画や条例等の政策立案の過程において、決定前である素案の段階から公表し、そのl二で、市民の

多様な意見を募集し、堤.HJ.された意見を可能な限り当該計画等に反映させていく。

(2)相談業務

市政に関する様々な相談、要望、苦情を関係部局と連携し処埋する「市政相談」 、日常生活における民事関係

を対象とした「・一般相談」 、法令等に関連した事例を射当的立場から助言する「特別相談」の三種類の相談業務

を行っている。

(3)庁内案内

総合案内・庁舎見学

市庁舎を訪れる多くの人へ、庁舎内の配置や各課の仕事内容を案内するはか、市の行事案内や各種募集要項の配

布を行う。また、主に小学生の社会見学等の一一一一一環として、市庁舎や議場内の案内を行っているo
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&)まちづくりト一一一ク開催'夫績

②　おでかけト一一ク開催実績

※申込者数には当日直接出席者を含まず。
※文Bin]答等にはト一一ク符の文一割Lll答件数含まずO

③　本市に寄せられた意見、提案等の件数

・市長への手紙　く平成14年度　232件〉く・fi文15年度　479件)

・わたしの提言　ぐ勘尤14年度　345件)くW-R文15年度　690件)
・市　民　の　声　く:'勘戊14年度　94ト〉(平成15年度129件)

④　パブリックコメント制度による意見募集実績

意見募集結果

^
t
:
年
哩

平
成
L
3
5
年
度

第4次熊本地域保健医療計画

熊本市高齢者保健福祉計画・

熊本市文化振興計jiil了(素案)

熊本市障害者プラン(素案)

「白地地域の建築形態規制」

熊本市地ド水tli保全プラン

(素案)の策定に関するパブリックコメント

介護保険事業計画(素案)の策定に関する八つ一リLソクコルト

の策定に関するパブリックコメント

の策定に関するパブリックコメント

に関するパブリックコメント

(素案)に聞するパブリックコメント

まちづくり戦略計画・行LIA政改姫推進計画(素案)に関するパブリックコメント

熊本市地域新エネルギーヒジョン(素案)に関するパブリックコメント

熊本市移動「l用f化基本構想(素案)に閲するパブリックコメント

熊本市ごみ減Lt-TE・リサイクル推進基本計画(素案)に関するパブリックコメント

lo件(2人)

96件(31人)

62件(17人)

201件(49人)

午射こなし

81件(19人)

933件(470人)

58件(22人)

50件(16人)

48件(18人)
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⑤　-一一般相談の内容と件数

相 談 種 目 Hi汗 一. 時 間 相 談 内 容
1 1年 度

相 談 1′ト 款

12年 度 つ 3年 度 1.的 三度 15年 度

一般 相 談
jJ ～ 金

8 ‥30 - 17 ‥l5
.机織L.i w a 相隣 ・i三tt lf!】a rな ど ... Iごコ 6 ,239 ・1,8 3-1 7, 554

⑥　牛鍋り相談の内容と件数

fti,.ミf* n

トと/蝣'/-川.漢

人権相談

相を*蝣・*,;己

相談

法律相談

FI'l ll・II.1.川H

n

13:00-16:

火

13:00-16:1

末

13:00-16:00

IHmroSHEHH四

13:00--16:00

f】～金

サラ金仙淡　　9:00-12:00

13:00-16:00

民事介入　　　　月

暴力相談　　9:00-12:00

担当　　　　　　相談内容
川.抜I'!' ¥(

1 1.'('-'?i r:.'i-　　l.-Nい　　] I'「

税理ア　所u税・fl軸t税・脚Li税など　1S4　　　170　　　】5)　　163　　　日S

蝣¥ Ui.I確J隻

杏をi
名答の侵宮・家庭間題など　　85　　　　69　　　　90　　104　　181

m去vfd二　相続蝣ア地・建物て菓記など　　476　　　537　　　567　　　67!　　　75-1

弁護士　LtpIトIW)那テ三を必潜とするもの　と　1,191　1,183 , 1,162　　,232　1,23-1

蝣.'/I"川】談Ll　サラ金に関することなど　1,5bY 1,396 : 1,555　1,736　1,645

熊†、しl'.W 'j

追放帆船民二'ji介入妹力に関すること
60　　　　　58　　　　　50　　　　　53　　　　　55

(注)法律相談は予約制(8名) 、相談a^aの午前8時30分から市民相談室で電話にて予約受付。
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1 2　市民協働

市民と行政とが、共通の課題や目的に対し協力して取り組み、地方分権社会に対応した自主自立のまちづくりを

推進する。

また、市民と行政とが-一体となって互いに助け合い共に支え合うまちの実現を図るため、ボランティア活動の促

進を図っている。

(1)ボランティア活動推進事業

熊本市ボランティア活動推進コーナーをくまもと阪神8階に設置し、市庁舎1階ボランティア活動推進コ-ナ

-と共に、ド記の事業を実施している。

・情報収集・提供

ボランティアの募集、ボランティア養成講座の開催など、ボランティア活動に関する1離位を収集し、提供す

る。

・登録・紹介

ボランティア活動をしたい人やグルー-プを発録し、必要とする施設や川体などに紹介する。

・相談

ボランティア活動に関心のある人や実際にしたい人の相談、ボランティア活動を必要とする施設、団体など

の相談に応じる。

・交流の場の提供

ボランティアが気軽に集い、交流・作業できる場を提供する。

(2)市民協働推進事業

市民と行政とが、よりよいパーつ-ナ-として共通の課題や目的に対し協力して取り組み∴地方分権社会に対応

した個性あふれる「新しい熊本づくり」のため、市民協働によるまちづくりのルーールである自治基本条例の策定

などを行い、市民が主役の協働のまちづくりを推進する。
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1 3　財　政

(1 )平成1 6年度当初予算図表

交igJや邪

.I.は*iK仝;汁　　l・ 6駕

・Y:　買　転、　鍬　a s>　三　;if　　　{),81u

公Itこ用地　礼71If.くi ・I【写公.ir 0,2主

II T-K蛸旨.-Hi H "i>1才0 -Y・繋仝a!　0,1も

畦　蝣r Vs iw v :・<　トIIp　∴　　　　　11.

魚　肉・t:　ン　ク　ー一一　公,ii-　　　Oは

良　a .1:菜　川　的　用　地　二二,f 0.U

I,*: I V.　蝣!蝣　v.　h V　.  i　　　、. lt

ォt tV.ft I紳Eiいこ蝣i'.^''I'IIT ∴'蝣'!<　　ifMi-irvN・MII*

11と　　院　　　　　if 0. I等　　　　　　L Z葺
i'-iたF.机　- :IEIくMil熊増h`i邪?:>!:-　　　0. 0呈

水洗Si*也iSIS缶切I・i ・r;崇公.lr 0. 0篤

奨′:ォ>ォォ*S」5　　　　　　　　　　　繋

//川).会汲yflw会1, 1寒納入*l.0サ
挫越かu II, Iuft一収入0.2‡ '釘一会0.0%

mjj等.SMなりや
ip'-a'.is

lI・蝣II二tl i、

日勤小　　目完Ii:イI 'i>

転　　校蝣Iサ

こ'It'i　>、 :!V-1.・∴　　、

it.il人

lJ yD

∴i嵩

I),括

り∴持

0 L賀

mn
蝣:t

托A'・'午詣渡rtiiW交蝣'蝣>　　　　　　　　　　　O.ia

Wti l諜供挺,-ォrt化IIJ田lHWli'txりp.　　　0. 0呈

!・卜二t-[ :.. .'l

l緋確BBasmBB

.Tこ蝣'.-.::rlK J　二i

ill'ニ;-:;(t　: >-i

PV"いI'rNそ.'-Il!I .1

綾川H蝣　T一致を　3.?覧

.1,1こL、 1 ll
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(2)予算総括表

再if'/∴ tlつ里

上土　　　']蝣

会　計　名

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険会計

りj'-'ft'it!蝣fint止資允ttO事業　汗

介護保険会計

老人保健医療会計

桃尾墓園整備事業会計

食肉センター会計

産業振興資金会計

食品工業団地用地会計

競輪事業会計

地下駐車場事業会計

公共用地先行取得事業会計

西M>fi-一主地区I'liii;竺I臣li業会計

西部第一土地区画整理清算会計

熊本駅西土地区画整埋事業会計

公共下水道事業会計

水洗便所改造資金貸付事業会計

奨学金貸付事業会計

一般会計・特別会計合計

企　業　会　計

ft.lK会計

市民病院会計

水道事業会計

交通事業会計

A　　　　　　%　　　　Iう　　　　　　　　　　　A-B

・I '・・.蝣.・r--1: I'.:　ォ,.  ;　　　　　*・・.　上. ≡!.:　　J:吊

220,700,000: 48.0

197,340,OOOi　42.9

55,7川,133　12.1

221,000　　0.

32,597,130　　7.1

59,185,600: 12.9

261,200　　0.1

578,310:　0.1

3,708,000　　0.8

38上510^　0.1

6,373,128,　3.6

673,190　　0.1

1,085,242　　0.2

214,116,259: 45.7　　　6,583,741:　3.

212,405,017　45.4　△ 15,065,017　△　7.1

60,347,000　12.9　△　4,636,867

221,000　　0.

32,407,000　　6.9

59,544,760 12.7

519,600　　0.1

582,107. 0.1

3,928,000　　0.8

97,720　　0.0

7,696,938:　3.8

675,739!　0.2

5,700,660: 1.2

0.　　　　211,652　　0.1

993　0.0　　　　40,401　0.0

541,982　　0.1

25,639,353　　5.6

209,809　　0.0

173,420;　0.0

418,040,000: 90.9

41,960,000　　9.i

481,133　　0.

13,155,754　　2.9

20,756,600　　4.5

7,566,513　1.6

総　　　　　計　　　　　460,000,000 100.0

0

190,130

△　359,160

△　258,400

△　3,797

△　220,000

A　7.7

0.0

0.6

△　0.6

△　49.7

△　0.7

△　5.6

283,790: 290.4

△ ,323,8】0　△　7.5

△　2,549　△　0.4

△　4,615,418△　81.0

△　211,652　　皆減

△　39,408△　97.5

3,876,504　0.8　△　3,334,522△　5.0

26,168,299　　5.6　　△　528,946　△　2.0

264,067　0.1　　△　54,258:△　20.5

123,570!　0.0;　　　49,850!　40.3

426,521,276' 91.1! △8,481,276　△2.0

41,697,541　8.9!　　　262,459:　0.6

508,482　　0.1　　△　27,349　△　5.4

13,139,485　　2..　　　】6,269　　0.

20,351,372　4.4　　　　405,228　　2.0

7,698,202　1.6　　△ 131,689　△ 1.7

468,218,817 100.0　△　8,218,817　△ I.8

(注) W-k文1 5年度当初予算は骨格予算だったので、 6月補il三後の予算額を示す。
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(3)一般会計性質別集計表

(単位: -TPl)

人　　　件　　　焚

^^H　　　轢

公　　　債　　　n

ぷ　f'6　的　紺　蝣ff

普通建設(補助)

普通建設(単独)

投　資　的　経　焚

物　　　件　　　碧を

維　持　補　修　押

補　助　jtI　等

to　　　立　　　金

投資及びra資金

I^^BS^mョ

繰　　,'ii　　　金

そ　の他　の　経　要を

flHJ ft

ノゝ、
⊂1 計

A　　　　　%

平成16年度　械成比

43,807,163　19.8

44,401,168　20.1

こ44,035,128　20.2

132,743,459　60.1

9,666,587　　4.4

17,389,615　　7.9

27,056,202　12.3

22,194,959　10.1

2,913,368　1.3

8,625,148　　3.9

2,055,821　0.9

58,183　　0.0

223,000　　0. i

24,709,860　11.2

3,780,339　27.5

120,000　　0.1

13　　　　　%

平成15年度　椛成比

44,179,013　20.6

43,070,19:う　20.

36,354,087　17.0

123,603,293　57.7

10,526,616'　4.9

18,931,985　　8.9

29,458,601  13.8

22,939,648　10.7

2,908,096　1.4

7,723,701.　3.6

1,724,730　　0.8

83,031　0.0

220, 000　　0.

25,335,159.

60,934,365　28.4

120,000　　0. 1

220,700,000 100.0　　214,116,259 100.0

A-B o/

比　較　　　伸率

△　371,850　△　0.8

1,330,975　　　3.1

8,181,041　22.5

9,140,166　　　7.4

△　860,029　△　8.2

△ ,542,370　△　8.I

△　2,402,399　△　8.2

△　744,689　△　3.2

5,272　　　0.2

901,4・47　11.7

33上091　19.2

△　24,848　△　29.9

3, 000　　　`1

△　625,299　　△　2.5

△ 15-1,026　△　0.3

0.0

6,583,741　　3. 1

(注)平成1 5年度当初Y,算は骨格:r・算だったので、 6月補JIE後の予算額を示すo
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(4)一般会計決算の推移
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(5)財政指標(普通会計ベース)
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1 4　市 税

(1 )市税の税率及び納期

税　　E:A

,lfJ　こう蝣,4;i

&

3,000 PTj

isai

税　　　　　　　苧

,;・ォ柁所iHf :巨富白

200万円以下

200万円超
700万円超

税　　率

3　%

8　or

lLI qb

約　1(蝣4　IIこ

1期　　6/1　./30
2期　　8/1　8/′31

3期　10/1 -10′/31

1/1　1/31

個
　
　
　
人

県
　
民
　
税

'蝣-]等　m

法!＼税」'l

i'Tf (蝣">　S

田1ii ':口8:柁

恥f]- il-pi柏

軽自動車税

(I)資本等の金額(涼本棚＼'II金額を含むo相互会社に

あっては純類産蝕。以下同じ。)が50脇間を超える
法人(保険業法に規定する相q.会社以外の法人で、
・乃木の金額又はtil迂金額を有しないものおよび法
人税法に規定する公共法人等を除く　(2)から(9)

までにおいて同じ。)で、かつ、市内の従業者数が
50人を超えるもの　　　年額　3,600,000「エ]

(2) ft本等の金徹が10億円を超え50億円以下である
法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　2,100,000円
(3)　流木等の金額が10位円を超える法人で従業者数

の合計数が50人以下であるもの
年触　　492,000円

01)員本等の金額が1位門を超え10億円以下である
法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　　480,000円
(5)類本等の金徹が1倍門を超え10億円以トである

法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額　192,000円

(6)資本等の金額が1千万円を超えl佑flj以下である
法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　180,000円
(7)　流木等の金徹が1-T一万円を超え1倍円以下である

法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
年恕　156,000円

(8)員本等の金額が1千万円以下である法人で従業者
数の合計数が50人を超えるもの

年蝕　144,000円
(9)前各号に掲げる法人以外の法人等

年蝕　　　60,000円

1.「T

100

1,000円

課税所得金額　　　　　　　　　　　税　　率
700万円以下　　　　　　　　　　　　　2 %

700万円超　　　　　　　　　　　　　3 %

1 IォM代りl'H'z;車

(ア)給排気Mが　50cc以　　　1,000円

(イ)　/′　　　90cc /′　　　　i,200 FJ

(ウ)　　　′′　　I25cc　〝　　　　1,600P]

(i)　ミニカ　　　　　　　　　　　2,500円

2　軽自動車

(ア) `~二輪のもの(伸1・:付をfJTむ)　2,100円

(イ)　二~:.輪のもの　　　　　　　　　3.100P]

・(lit'いl「告納i-ttoir,上ミ　t'与:・K t;;t-if.m i'

のHの翌日から2カ月以内、ただし、

税疏If長の承認を受けたものはその

承認を受けた期間を延長

・人格のない社LTj等で収益事業を行わ

ないもの。公共法人、公益法人で均

等割のみを課されるもの

蝣I M　30 I

個人市民税と同じ

1
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¥
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¥
¥
¥

i
_
r
a
 
i
-
　
　
e
n
 
c
-
j

期
期
期
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.isii一員!蝣{;輪と同LIL
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(3)市税収入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(酎立　千円)

梶

(4)徴収対策の強化推進

(D徴収体制の強化

ア休日・夜間徴収の実施(税務都路l淡応援体制による)

休R12回、夜間19恒l

イ休日・夜間納税相談窓Uの開設

5月(夜間2回・休日2回)、7月(夜間2回・休日2[sl)、12月(夜間4回・休f二I2回)、

延べ「I'rf】

②長期1-1-1
ill張徴収の拡大(閲東地区に加え福岡、聞西地区においても実施)
福岡地区平成15年8月22E1-9月4日、職員2人派遣

間ro地I*.、ドIjJI5年'}IIコ011-川IIHI1.職f-i:ノ＼派iil

閲東地区平成15年10月9n月1日、職員2人派遣

③m役所入札登録申請業瀦等に係る市税完納硝三認の実施

④納税PRの強化

ア租税教育の推進学校・公民館等での啓発

イ各種広報媒体の活用

・熊本市税のリーフレット「なぜ?なぜ!な税」(小学生用)を作成し小学校へ配布

ウ口座振替ダイレクトメ一一ル発送
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15　情　報　化　推　進

熊本市が地域の特色を生かした活力あるまちづくりを推進するうえで、地域の　　ズやm射frfa部の二一一ズに

基づく新たな情報化への取り組みが求められているO

来るべき高度情報化社会において、市民の　一人ひとりが情報化を有効に活用し、 `r侶貨所においても効率的で質

の高い行政運営を実現するための方策を具体化する必要があることから、熊本Iffの地域社会全体を視野に置いた

総合的な情報化計画の策定に向けて、平成9年7日に情報化薬本計l帆　平成1 ()年3月に情報化実施計H (第1

次)を策定し、情報化をあらゆる事業の支援手段としてイ端'Iづけ、様々なネットワ--クの形成によって情報化の

推進を図っている。

また、 I T環境の急速な変化や閏から要請される情報化施策等に的確に対応するため、平成1 5年4月にも用呈

化実施計11 (第2次)を策定し、電子0治体の実現に向けた取り組みを進めているG

(I)熊本市情報化基本計画

ア　計画の基本的事項

①　計Iliの趣旨

近年の情報化の急激な進展に伴う社会変化に的確に対応するため、行政の情報化を基軸とし、地域判二会全

体の情報化を計IL舶杓・合埋的に推進する。

②　計画の性格

熊本市のこれまでの取り組みや国の指針、情報化をめぐる社会的背景等を踏まえ、本市の情報化施策の基

本的指針を新たに定め、総合的・体系的に示す。

③　計画の範囲

熊本市の地域社会全体を視野に置き、市が関わりを持つもののすべてを対象とする。

④　計画の期間

目標年次:平成1 8年度とする。 (必要に応じ、内容の見直しを行う。)

イ　情報化推進の基本的考え方

①　基本理念 情報化による新たな都市づくりの推進

情報化を有効に活用し、市民を主体とした、中核市ふさわしい新たな都市づくりを推進する。

(診　基本目標 新たな都市づくりへの情報化の活用

人間性と機能性に満ちた新たな都市づくりを支援する有効な手段として情報化を活用する。

活発で高度な情報環境の形成

市民の誰もがタイムリ-に、手軽に、質の高い情報を受・発信できる環境を形成する。

情報化による行政運営の高度・効率化

行政課題に的確に対応するため、市内部の情報化を推進し、行政運営の高度・効率化を図る。

③　基本方針 市民主体のネットワ--ク社会」の構築

人と人とのふれあいを重視した情報化を推進することにより、やすらぎのある環境のもと、市民の誰もが

平等に生活、 ttサ、余暇のさまざまな場面でよろこびを実感できる市民主体のネットワー-ク社会を構築する。
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④　情報化へのアブEトーチ

市民と地域の二-ズ及び行政の二-ズに基づき、情報化へのアブLl一一チを行う,,

(討　情報化推進の留意事項

安全性、公、裡l=_、経済性、実効性、効率性を確認する。

り　取り組みの基本的方向

①　市民主体のネットワークの形成

ふれあいネットワ一一一ク

Iやすらぎ京らトワJjZ

よろこびネットワ-ーク

`l損亡・地域・事業者・行政問のさまざまな交流活動を支援する。

iff民の安全で快適かつ健康な生活を保証する環境づくりを支援する。

市民が生きがいとよろこびを実感できるァL活や活動を支援するo

②　市内部の情報化

市民サー-ビスの向上や地域の活性化を念頭に置いた行政運営の高度・効率化を図る。

③　情報環境の整備

情報インフラの整備、情報清川のルールやモラルの確立、人材育成、制度・事務手続き等の見直しなど、

情報化を適切に推illするための環境を整備する。

工　計画の進め方

(》　今後の取り組み

・具体的な施策を実施計画で定める。

・地域の情報化推進のため、ネットワークの形成を図り、 `r机ま啓発や支援を行う。

・地域の情報化を促進する先導的取り組みとして、市の行政の情報化を推進する。

・情報インフラや教育・啓発・研修体制の整備など、情報化を円滑に進める環境を整備する。

②　推進体制の整備

・庁内に協議機関を設置し、全庁的な推進体制を整備する。

・国や県、他市町村との協力関係の形成はもとより、市民や事業者との協議機関を設置して協力体制を確立

し、適切な役割分担を図る。

(2)熊本市情報化実施計画(第2次)

ア　基本的事項

①　計画の趣旨

I T環境の急速な変化や田から要請される情報化施策等に適確に対応するとともに、本市総合計画への取

り組みを情報化の側面から支援するため、本計画を策定するO

②　目標年次

平成18年度(必要に応じた見直し)

イ　情報化の現状と課題

・情報化の現状:平成1 ()年度～1 4年度にかけて、庁内ネットワーク等のインフラ整備、全庁的な情報化

推進体制の整備、各種情報システムの整備に取り組む。 (情報化実施計画(第1次))

・本市の情報化の課題:田からの電子自治体にl和すた取り組み_要請、窓llサ-ビスの充実、事務効率化の推進等
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ウ　システム整備計画の策定方毒十

①　基本的な考え方

・市が主体的に整備する情報化(電子iffftHTr)と肌C等の主体性をL等薫して支援する情舶ヒにより、電子自

治体を実現する。

・重要性、緊急性及び実現性を優先度判断の指標とした一銅i'J評価を行って取り組むo

・情報システムのユニバーーサルデザイン、 rfiKのI T習熟、情報セキュリティの強化へ取り組むo

(診　到達目標

電・一作I治体の実現に向けた　r情報化の到達l津別　を設定するO

目標1付加価値の高い行政サーゼスの提供

I:-】標2　市民と行政のパートナーシップの確立

目標3　市民、事業者のコミュニケ-∵ションの促進

目標4　簡素で効率的な行財政システムの構築

目標5　市の情報環境の整備

工　システム整備計画の策定方針

施策(システム)を到達目標ごとに分類して示す。

目標1 -　電子申請・届出システム、証明~狛:l動交付機の導入など

El標2　-　市民のJ棚i-1報システム、市電・rtiバス情報提供システムなど

目標3 I,ボランティア活動支援システム、市民のIT習熟への取り組みなど

目標4　一　文¥K管理・電子決裁システム、職員情報システムなど

目標5　-→　総合行政ネットワーク(LGWAN)への参加、情報セキュリティの強化など

オ　情報化推進方策

・全庁的な推進体制と局内推進体制のもと、本1用言一報化の円滑な推進を図るO

・全庁的な開発運用体制及び職場単位のきめ細かな支援を行うための情報化インストラクターーを中心としたサ

ポート環境を確保するO

(3)庁内ネットワーク整備事業

ア　構築の目的

庁内ネットワ-クを基盤として様々な情報ネットワ--クを拡充することにより、インターネット等を活用し

た情報の提供や収集、各種手続きのオンライン化など、捌酎ヒや市良のニ-ズの多様化等に対応したサ-ビス

の向ヒ及びそれを支える行政運営の更なる高度・効率化を図る。

イ　経緯

w一成10咋度　　庁内ネットワーク柄築に関する基本調査

・成11年度　　庁内ネットワーク構築の実施設計

・平成1川三10月　第5紺旨本市情報化推進協議会において、庁内ネットワ--ク納築の基本的な整備方針を承認

・平成12年6Fl　地域イントラネット基盤酬m業交付金決定(郵政省)

・判射拍三度　　本Jf合等のLAN整備、システム聞発等の実施
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・、n父1 3年4月　　庁内ネットワ一一一ク(Cネット)の運用開始

・平成1 3年度　　　出先施設等のLAN整備

・&文1 4年度　　本庁舎(議会棟)のLAN整備

・平成1 5年度　　出先施設(小中学校等)のLAN整備

(4)テレトピア推進事業

熊本テレトピア計画は、昭和6 ()年:HlL　熊本市と益城町で地域指定を受けた。

この計画は、 mi撒`i情報ネットワ一一クシステム、熊本車総合fT政情報システム、テクノポリス技術情報シス

テム、ヒュ-マンコミュニティネットワ-～クシステムの4つのシステムで構成されているが、このうち、本iff

は、熊本市総合行政情報システム及びヒューマンコミュニティネットワークシステム(CATV)で域内情報

化を推進している。

ヒューマンコミュニティネットワ-クシステム

多様な情報を提供できる都市型CATVにより、市民生活の利便性の向上等を図っており、第三セクター熊本

ケーブルネットワーク(秩)が推進法人であるO

(5) IT基礎技能習得等サポート事業

「 1 T立間」を目指す国の施策として、情報通信技術講wim進特例交付金が創設された。

熊本市でもこれを活用し、平成1 2-1 3年度にI T基礎技胎齢哲を実施し、約26,000人の市民への講習を

行った。

平成1 4-1 5年度は、更に多くの市民のI T基礎技能の向上、情報ボランティアの育成及びI T相談機能の

充実を酎旨し、緊急地域雇用特別交付金を活用して市立公民館等1 6カ所で講習会等を開催した。 1 5年度受講

者等は以Tのとおり。

・ I T基礎等講座　　457講座(6,256人受納)

・ I Tリー・ダー弓短文講座　　32講座(467人受講)

・ IT相談(才初捌館IT相談コーナー及び、市立公民館等16カ所で実施)　3,357件

平成1 6年度も緊急地域雇用特別交付金を活用して、同様の事業を展開している。
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(6)総合行政情報システム

ア　蝣ォ.Mtf.い1ン二'.Tム.」3人)ミ<4、h汁　il　蝣': ・　　=こ　・

①　導入の日的

コンピューターの持つ・優れた情報処理酎巨及び高科ミ算舶巨をこれらの適用が舶巨な行政の各分野に有効

適切に利用することによって、市民サ-ゼスの向上行仕出〔務の簡素・効率化、行政運営の近代化を図る。

②　システムの概要

(ア)本庁と各市民センター等の出先機関を通信回線により結合するオンラインシステムとして運用する.

(イ)デ-夕べ-スシステムを基本胤蓑とする。

(ウ)日本語情報処理システムを採用する。

③　利用の方向

(ア)当面の目標

住民基本台帳及び印鑑登録証明事務の電算化(-住民記録システム)を中心とする日本語オンラインデー

タベースシステムの榊築

(∫)将来の目標

住民情報オンラインデータベースシステム、内部情報オンラインデータベースシステム、地域情報オンラ

インデータベースシステム、及びこれらのシステムを有機的に結合することによって機能する計伸輔等報オン

ラインデー-一夕ベースシステムにより柵成される「熊本市総合行政情報システム」の構築をr再旨すo

('))運用の基本

電算システムの運用に係るデータ保護については、ハードウェア、ソフトウェアを含む多方面にわたって、

実効性の高い所要の措置を捕じるとともに、個人情報の外部漸曳等によって、約-Cのプライバシーが不当に

侵害されることのないように十分配慮する。

イ　個人情報の保護・セキュリティ対策

①　運用管理面の対策

「熊本市電子計算組織管埋運営要JW」及び「熊本市電子計算処哩に係るデー一夕保護管埋要綱」に基づき電子

計算組織の運用管理面を充実させることにより、組織の安全性及び信頼性を向上させ個人情報の保護を図る。

②　設備面の対策

電算システム及びデータ保管室等を自然災if (火災、地震等)又はデー-タへの不出J-・為(破壊、改ざん等)

などのあらゆる危険から物埋的に隔離し、もって個人情報の保護を図る。

③　技術面の対策

電子計算組織の安全性及び信頼性の向上をハードウェア及びソフトフェア両面から確保することにより個人

情報の保護を図る。
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ウ　電算システム適用業務と開始年度
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工　開発の状況

平成1 6年度

・ r悌総合システム(4次)

・相吾表示証明書発行システム

オ　電算システム機器の構成

(ア)中央処理装置

二l三(内割り　記憶容痕

(イ)補助(外部)記憶装L7さ;_-

磁気ディスク装!R　294GB

綴気テー^p;

-'j-トlトi'jO&Uテ-:.;装m

(ウ)入出力装置

本体系フロッピィディスク装置

本体系プリンター装置

ネットワ一一ク系端末装置

端末系プリンター装置

A系(住民情報系)　GS21 400/げル10L

B系(内部情報系) GSZ1 400/モテつ日0K

C系(市民課業務ハ'ックアッ7Cシステム)　GS8500F/10H

A系1GB　　　　系　25615

113系1GB

※1GB-10{む†イト(1バイト-l文字)

4台
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:)杏I
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1 6　情報公開・個人情報保護・統計

(1)情報公開制度

熊本市情報公開条例は、平成10年1()メ ll-】に施行され、平成1 1年1 0*】1Bからは、議会が実施機関に加わ

ったo

ア　目　的

本市が保有する文書等を開示(閲覧及び複写)請求する権利について定めることにより、市政運営の公開性の

向Lを図るとともに、本市の諸活動を市比に説明する責務(アカウンタビリティー-)が全うされるようにし、地

方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。

なお、 「知る権利」については、条例前文で明記している。

イ　実施機関

市長、教育委員会、選挙管判!_委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企

業管理者、消防長及び議会

り　開示請求の対象となる文書等

実施機関の職員が職務上作成し、叉は取得した文書等(電磁的媒体を含む)であって、当該実施機関の職員が

組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものは、原則として開示請求の対象としている。

工　文書等の開示を請求できるもの

iff内に住所を有する個人及び法人等のみならず、 iff内に勤務し、又は在学している者のほか、市政に利害関係

を有するもの(、当該利害関係に係る情報に限る)も対象としているD

(2)平成1 5年度情報公開制度の実施状況(・成15年4月1日～平成16年3月31日)

ア　開示請求件数及びその処理状況

文書等の開示請求の件数及びその処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:件)

間示

件数

処 理 状 況

決定

一 部分

I . ..

請 求 拒 否 決 定

合 計

-

却 I-'…取下げ

-

不 開示
不回答

f-(V 在
-

I - ・・;
汁

572 225 150 15 1 2 14 ! -1

-

l
231

-

609 l b

l

0

〔備考〕 1 1件の開示請求に対し、複数の決定がなされる場合があるため、開ノJ絹等求件数と処埋件数とは、必

ずしも1-・致しない。

2　部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の・-・部について請求拒否の決定をし、その他の部分に

ついて開示の決定をしたものをいう0

3　存否不回答とは、条例第9条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。

4　その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の埋舶こより、請求拒否の決定を

したものをいう。

5　却下とは、文・書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼したが補JLEに応じなかっ

たもの、又は間示請求権のないものからの請求について、却卜したものをいう。
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(3)個人情報保護制度

熊本市個人情報保護条例が、平成1 ・・川-4月1日に施行され、電予計算組織で処理される個人情報だけでなく、

手作業処理される個人情報も対象とした総合的な個人情報保護iliilf要が開始されたo

この制度は、熊木市や熊木市の民間事業者等における個ノ、・lF'沌之の取扱いによって侵'Aiされるおそれがあるp.1人

の権利利益を、広く保護することを目的とするものであr)、本l陶†個人情報を通日三に取り扱うためのルーールを定

めるとともに、個人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているO

ア　個人情報を適正に取り扱うためのルール

収集の制限、利用つ是供の制限、適正管理、個人情報取扱事務日録の閲覧など

イ　個人情報の開示、訂正などを求める権利

開示請求、汀II一請求、利用停止請求など

り　実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人一事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営

企業管理者、消防長及び議会

(4)平成1 5年度個人情報保護制度の実施状況(平成1 5年4月1日～・平成1 6年3月3 1日)

ア　開示請求件数及びその処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(iji{、'/- '.件)

開 <¥<品 十位性 欲

処 理 状 況

間 十1七八 '蝣i: ii;i:恥 iミ決 定 不 開 示 不 ′f-tt . 存 lf、ティこ[H i茶 lーi( "卜げ

5 1. 2 () 1 り り I S () 3

相mm

1 Ifトの開示請求に対し、複数の決定がなされる場合があるため、つ粧J清子求件数と処埋件数とは、必ずしも--・致

mSMB

2　　淵7)開示決定とは、問/〆高'Ji求に係る文-;I:I:等の　-部について請求拒否の決定をし、その他の部分についての開

示の決定をしたものをいう。

3　存否不on答とは、条例第17条の規定により請求拒否の決定をしたものをいうO

イ　不服申立ての件数及び処理状況
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ウ　開示請求者の内訳

エ　不服申立ての件数及び処理状況

(注)　不服帖i-て件数と処埋状況の件数が一致しないのは、不服申立ての審査を併合

して行ったため。
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(5)統　計

ア　指定統計調査の実施

統計法で指定されている各種統計調査を′来施する。

( l三な指定統計調査)

u"、川畑肘.i　高蝣;ftr?>　n　‖り-:

日本に居住するすべての日本人、外国人を対象に人目・附臣就業構造等の実態を明らかにし、行政施策の基

礎資料とするo

②　事業所・企業統計調査(総務省) 5年毎

事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本構造を明らかにするとともに、各頼統計調査Jj三施のための事業所

及び企業の名簿を作成し、提供する。

③　住宅・土地統計調査(総務省) 5年毎

住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び一日也の保有状況その他の住

宅等に居住しているl棚!,二に関する実態を明らかにして、その状況と推移を地域別に明らかにする。

④　就業構造統計調査(総務省) 5年毎

国民の就業・不就業の実態に関する基本的構造を地域別に明らかにする。

⑤　_l二業統計調恋(経済産業省)毎年

製造業に捕する事業所について、生産要素、生産活動成果などを業種別、地域別に調査して:r_業の実態を明ら

かにする。

⑥　商業統計調査(経済産業省) 5年毎

商店を温れなく調査し、商店分布状況や版売活動の実態及び商店の流通状Iryほ明らかにする。

⑦　農林業センサス　　水省) 5年毎

農林業における/friL　就業等に閲する基本構造の実態の変化を明らかにするO

(釘　全国消費実態調査(総務省) 5年毎

国民生活の実態について、家計の収支、貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査

し、全[享a・地域別Wmの消費・所得・資産に係る水準、鵬造、分布などを明らかにする。

⑨　全国物価統計調査(総務省) 5年毎

消費!日吉において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービス料金、取り扱い店舗の業態や立地環境

など価格決定に関する様々な要素を調査し、店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差など価格差の実態を解明する。

⑲　漁業センサス(農水省) 5年毎

漁業の実態を明らかにし統計資料を整備することを目的とする。

イ　統計刊行物の発行

指定統計調査結果を速やかに公表し、諸施策の基本資料とするために各種の統計調査結果報鮮サを作成し、庁

内・庁外に配布するO　また、市独自に統計吾、市勢要覧等を作成する。

平成15年度からは各種統計調査の結某報告を熊本rifホームペ一一ジ上で公表している。

(統計調査結果報吾書)

(D熊木市の人H (国勢調査結果)

②熊本市の事業所・企業(事業所・企業統計調査結果報告吉)

(診熊本市の商業(商業統計調査結果報告吉)

④熊本市の'】~二葉( L業統計調査結果報昔m

⑤熊本市の&:莱(農林業センサス結果報告吾)
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(市独自の統計伸行物)

(D　熊本市統計V;　　　　　　川(圧制乍成

(?)熊本市勢要覧　　　　　1,00硝;作成

③　グラフでみるくまもと　10,000部作成

ウ　統計情報室の運営

本市及び行政機関、その他公共用体及び公共的「31体が発行したIr・杵fJ物で、その内容が統計に関連があるものを

収集し、市民及び市職員、他の'&公庁職員等に対して閲覧、貸出及び複写に供している。

当資料室は、昭和56年i inの新庁舎落成に伴い開設したO

平成1 0年度にはパソコンを導入し、統計情報室内にて資料検索を実施O

平成ユ3年2月よりインター。ネットの熊本市ホームページ中で資料検索システム及び人目統計表の提供を行

っているO

平成1 6年4月より情報プラザへ市刊f~習勿を移管したのを機に、統計情報室と名称を改め、蔵書も各寿封揖卜調

査結果に関するものを主にしている。

行政資料室利用状況

年 度 判 m ft 牧 利 用 ー脚 数 M ぎ 数

13 823 1,279 15.52-1

日 n J 2 ,126 l6∴33 7

15 T 川 2,042 17.3こ19

1 7　総　合　防　災

(1)地域防災計画

本市は九J)用]部にあって、梅雨期には多liをの降雨があり、自こ昭和2 8年の刷り大水害など、洪水被害が繰り返され

てきたところである。

このため、本市の地域防災紬L酎ま、これらの災　を想定し、 Iff】規模の災IL狛こ対し、迅速な対応を行うための防災無線

の整備などを含めた「予防計桝」 、被災J引こ対する援護を行う「応急対策計酌、市民生活安定のための「復=1復興計

画」により鰍茂されている。また、平成7年の阪神・淡路大蝣)i.呈災の後には、本市に位置する抑甜日新層帯、立川山断層

についての想定被ilの調査を行い、その結果に基づき、震災対策の充実を図っている。

さらに、なお-層の防災活動体制の充実のため、毎年、地域防災計画の見直しを行っている.

(2)防災訓練

風水害、 n室災への対応訓練として、防災関係機関との連携、ボランティア参加を取り入れた、災榊寺の被m軸炎と被

災時の迅速な復旧対応を目的にした総合防災訓練を実施している。

(平成1 5年度実損)

平成1 5年5月301.1　訓練参加者1,800人

(3)防災知識の普及・啓発

「自らの身の安全は自らが守るj　という防災思想の普及・脅発を図るため、以トの事業を実施しているO
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fmnsFJin展

8月30日から9月5日の防災週間に合わせ、防災関係機閲の協力を得て、パネルや機器の展示を行っているO

(平成1 5年度実績)

8月2:i n-24日熊本市動植物園

イ　親=F-ffi災教室

夏休みに多発する水難事故やケガを防ぎ、防災意識の向上を図るため、水難救助法や応急手、11の講習を行って

いるO

(・、'-'-k先1 5年度実績)

受講者数　　小、中学!トと保護者　26親63人

り　防災とボランティア展

1月1 50から2 1 Elの防災とボランティア週間に合わせ、災Jte!時にボランティア活動や仁は的な防災活動の

普及を行っている。

(i|Zfi父1 5年度実績)

1月13日～16口　市庁舎1階

1月2oi:1-23日　天明総合支所

1月27III-30円　東部市民センター

(4)情報の収集伝達

ア　熊本市防災情報システム

坪井川など市内河川の5カ所にCCTV監視カメラ、 7カ所に警報局、河川2カ所に水位観測局、金*Llj|J順

と市庁舎に雨Il主観測局を設Kl　同システムにより、そこから得られた気象・雨・'違・水位の観測情報及び国土交通

省・県からの雨w　水位情報・警報などをデジタル阿線や無線ネットワ一一クで、降水量などのデータの-一元管埋

を行っている。

また、 rh一各部署、消防署などともネットワークで接続し、各部署からの情報、気象台からの情報をデータベー

ス化し、被害情報をデータとして蓄擁するようになっている。

イ　防災行政無線の整備

災害情報の収集伝達を迅速に行うために、糾榊'-16 1局、携帯型8 2Mの移動系無線を配MLている。

り　同報無線

洪水、土砂災害、地盃、津波等の災1=狛こ対して、避難を喚起するなどの緊急情報を住民に伝達するために、各

地区向けに屋外局(支局) 8 3カ所に設置している。また、金峰山麓に位iける河内総合支所管内の住宅などに

戸別受信機を2, 070台配置している。

(5)防災倉庫の設置

近隣公園9カ所に鉄筋コンクリート造りの防災倉庫を設置するとともに各総合支所や市民センターに備蓄倉庫を設

置し、非常食粘1 8万食、水のm詰(350ml) 37j本、ア活物資をはじめ、非常用発電機や簡易トイレなどを備蓄して

いる。

また、災害発榊寺の飲料水や防火用水に使用するために、防災倉庫と併せて耐震性貯水槽(100トン)を設置してい

る。

防災倉庫・耐震性貯水槽設置箇所

・楠中央公開　・渡鹿公園・錦ケ丘公開　・秋津中央公園・八¥:.寺中央公園

・連台寺公開・白川公園・平成中央公園・池l二中央公園
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(6)応援要請等

大規模な災I'Zl発生時に、 ll,-1}用まで対応が困難である場合に備え、絡自治体や各関係機関との連携を図っているU

ア　災雷畔相MM援協定

自治体相互の協力に聞する協定を締結し、応援を要請することとしているo

L吊紳')・; i王

・九州九都市災害時相II応援協定(平成7年12月281."撒紺iJ)

・尼崎市との災害時相s.i,n援協定(i鞠に8年8月1日締結)

・福井市との災害時相_至-]二応援協定(平成9年l川2日1締結)

・熊本県11巾災害時相K応援協定(平成lO年4月15P締結)

・中核市との災害時相互応援協定(・/茂14年8月27日締結)

イ　防災関係機関連絡協議会

自衛隊、警察、九州電力などの防災関係26機関により、平成8年1 1月に設置したO防災訓練や防災展などの

各種行mを通じての連携強化、災害時の迅速な情報収集活動・応急活動などを酎rlJとしている。
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18　選　　　　　挙

( 1 )永久選挙人名簿登録者数　　　　　　　　　　　　　　　　　(平lr,∴3. 2現m
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( 2 )市議会議員選挙各芋重言蚕桑の推移

(3)過去の選挙の投票率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　%)

HIE



( 4 )各手も茎挙党欣別得票状況

思郎EJ

LYノ).別

冬減じ'し;s u油ffiiS 'f

(J男、i′K)

蝣I'*.'(. J

(、ilり. 7 】2)短V-(%

!!s *リ,! )iHl漣Jl=

H l　　　蝣4. 1 (>)

aaafiicSH削113*5耶幣

(、I'-1 2　ム1. I l

I'(こJlI-:tL

小道挙lXi生半Sfi t [ぺ
蝣l"蝣'.こl

蝣!蝣'-I 5. I I. 9)

衆議B,:

小過やKォVi35 2 W

ill放t
】こ　　I I　　"I

ltl議会滅亡1退Ji弓

蝣Lla "l _'

(、I′　　　　蝣1. 27)

亡1'fillVl;汝　!　　　　上、

LC l　シ'1  1　、、・ .P:　　　　も! n I:式

lW】

12.45

1

29!　　　　　63

(汁)各選挙のit迫のものを記載

国会議員及び県知事の選挙については、熊本市の投票結果を記戟

按分による小数点以トの得票数は省略

平成1()年参議院議員通常選挙における「諸派」は「自山連合l

衆・参議院議員選挙の比例代表選挙については記載なし

平成1 5年県議会議員選挙における「諸派」は　圧=ll党」

・軌に1 5年市議会議員選挙における「諸派」は「プロジェクト:くまもとPf′自
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1 9　土地開発公社

名　　　称　　　熊本市土地開発公社

設立年)-‖~=1　　平成7年I i ;-j 1 o[-i

日　　　的　　　熊本車上地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和一4 7'-Y-UこfIと第(日う〉寸)に基づき、

事　　　業

(・<　　　Li

公共用地、公射出等の取得、管理、処分等を行うこと等により、地域の秩序ある酬it!及び市LC福祉

の増進に寄与することを目的とするO

次に掲げる日也の取得、造成その他の管理及び処分を行うことO

(l)公有地の拡大の推進に関する法律(lltfjH4 7年法律第6 6号)第・1条第日了音叉は第5粂第l

項に規定する日也

(2)道路、公園、緑地その他の公共施設及び公用施設の用に供する1二地揖己の業務に附帯する業

務を行うこと。

il!1トllこ　　副IIJLlミ

一浩ftA'I蝣! 'K　　血刷i m.).しミ

理　　事　　教育長　交通事業管理者　水道事業管理者

総務局長　市民生活局長　健康福祉局義

瑞境fli |H.oK jT'六浦虹叫り1-ミ　跳Iir:榊iii!"}上i,

it,,;上I,,) I.こiiW.'.Jt-.ミ

監　　二蝣Ji　　収入役　総務部長

役員の任期は2年、ただし再作をさまたげない。

資本金及び資金　基本財産　　20, 000千H (市出資金)

運用財産　　20, 000千ll] (市出資金)

資金は市の債務保証を得て1回・金融機閲より借入しているO

利　　率　　年　　U7。以内

9^mmzmm

平成1 5年度事業

白)公有地取得事業

取得実績なし

(2)公有地売却事業

20　土地開発基金

設　　　置　　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために1h雄ける必要のある土地をあらかじめ取得

することにより、事業のF.j滑な執行をはかるため、熊本市土地開発基金を甜ftするO

甚金の触　　2,577,571千円(斗つ6. 3. 31現在)

運用の範囲　　薬金は上記のH的を達成するために王地を先行取得するほか、熊本Tr月二地開発公社の日鋸涙得事業に
貸し付けることができるO (貸付利率　年3%)
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21市　庁　舎　概　要

市庁舎は、昭和5・1年3月に着l二、 1綱目56年日月落成し、 22年を経過しているo建設にあたっては、建物を新しく

するばかりでなく、内容的にも市庁舎はどうあるべきかとの基本理念を踏まえ、イ封Cサーゼスにば璃銅-る窓=酔r]

を集中するなど市民への配慮を行うとともに、環境への負抽こ配慮しつつ執務環境の向上を目指した。

また、昭和11年に建設された旧熊本地方貯金局である花畑廿別館は、地下1階地HL鋼管建ての建物であるが、 1朗三計

画的に補修を行い、耐用年数の延ikを図るとともに執務環境を改汚しながら利用している。

(1)建物概要

所　在　地　　手取本町1番1号

敷地癖項　10,007.20m

建築面積　　5,583.54m:

延　所　柄　　39,709.43iri (他に駐輪場83.70mがある)

構造・規模　　蘭{!.亨棟　　鉄骨造　　地ド2階地上1 5階建

議会棟　　鉄骨鉄筋コンクリート造　　地上6階建

I..,7　　　さ　　高層棟　　軒高62. 10m

議会棟　　軒高26. 00III

I二　　　期　　着　r'_　　昭和54年　3J]17El

竣　~I二　　昭和56年10月31R

総、ォtt

財源内訳

112億2,000万円

基　金　　　　　　62億5,000万円

起　債

・般財源

事業費内訳　　建築l二事

設備その他工事

妾.了hi'i

備t,i,i士

47億3, 000万円

2億エt, 000ノj P】

65億3, 000万円

36億6, 000万円

5億6, 000万円

4億7, 000ノ押3
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(2)建物の特色・特徴

ア　窓口事務部門の集約化

市民課を中心として窓I用;門を1-2階に集中的に配し、その間をエスカレ-一夕ー2基で結ぶことにより、立体

的総合窓H化を図ったO

イ　市民ホール、展示ホール等の設置

市民のコミュニティの場、憩いの場としてのスペ一一一スを確保するため、市民ポーー)レ、展示ホール、展望ロビ-

等を設ISしている。

ウ　美術文化の導入

庁舎建物に地域性、芸術性等の文化的潤いを加味するよう努め、地元両家の壁画をはじめ、彫刻、美術、照明、

壁掛、美術パネル等の美術装飾を頼極的にとり入れた。

エ　熊本城との調和

庁舎前耐こ位置する熊本城との調和を保つため、庁舎の形状について高層棟は直線的でシンプルなものとする

一方、議会棟には和風様式をとり入れている。また、外壁の色調は渋い茶褐色とし、お城の緑と調和を(采Jった。

オ　身体障害者への配慮

身体障害者への配慮として、出入日は全てスロープ式とし自動ドアを取り付けているはか、エレベーター1=は

特別な装置を施しており、専用トイレも8カ所設置しているO

また、バリアフリーの観点から障害者にも優しい庁舎を目指し、各種の取り組みを行っている。

HMM坦m問

風水害、火災あるいは地震等に対しては、防潮板やスブリンクラ-の取り付け、バルコニーの設置など設計上

からも万全を期しており、特に耐震性は阪神・淡路大地震クラスの地震にも耐える建物である。

巳　WE日rases]冠

高層棟の各階にはバルコニーが設置されているため、これが日本家屋の軒庇の効用と同じく太陽直射熱を遮っ

て、外部からの熱負荷を軽減させている。

また、窓ガラスは断熱性の高い複層ガラスを用いているはか、外壁については内貼材(スタイロホーム)を使

用して断熱効果を高めている。

8/I



(3)熊本市役所馬主車場
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